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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（会社情報の開示） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 上場会社（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社を除

く。）は、第１四半期及び第３四半期における

四半期財務・業績の概況を開示するものとし、

当該開示は当該上場会社の四半期財務・業績の

概況が定まったときに直ちに行わなければなら

ない。 

４～９ （略） 

 

（会社情報の開示） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 上場会社（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社を除

く。）は、第１四半期及び第３四半期における

四半期業績の概況を開示するものとし、当該開

示は当該上場会社の四半期業績の概況が定まっ

たときに直ちに行わなければならない。 

 

４～９ （略） 

 

付  則 

１  この改正規定は、平成１６年４月１日から施

行する。 

２ 改正後の第２条第３項の規定は、この改正規

定施行の日（以下「施行日」という。）以後に

開始する連結会計年度（連結財務諸表を作成す

べき会社でない上場会社にあっては、事業年度。

以下同じ。）における開示から適用する。ただ

し、システム対応又は子会社における対応等の

必要がある上場会社の実務上の準備期間の必要

性を踏まえ、平成１９年３月３１日以前に開始

する連結会計年度における開示については、な

お従前の例によることができるものとする。 

３ 前項ただし書の規定は、次の各号のいずれか

に該当する上場会社については、適用しない。 

（１） 施行日以後に上場申請が行われて新た

に上場会社となった者（株券上場審査基準第

４条第３項の規定の適用を受けた者（同項各

号に規定する上場会社のいずれかが前項ただ

し書の規定の適用を受けていた場合に限る。）

を除く。） 

（２） 施行日以後に上場市場の変更申請が行
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われてＱ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更

が行われた銘柄の上場会社 

４ 施行日前に開始する連結会計年度における開

示は、なお従前の例による。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．の２ 第２条（会社情報の開示）第３項関係 

第３項の規定に基づく四半期財務・業績の概

況の開示は、その開示資料に、当該四半期にお

ける当該上場会社の属する企業集団（当該上場

会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場

合は、当該上場会社）の経営成績及び財政状態

に係る四半期財務情報を記載することを要する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１６年４月１日から施

行する。 

２ 改正後の２．の２の規定は、この改正規定施

行の日（以下「施行日」という。）以後に開始

する連結会計年度（連結財務諸表を作成すべき

会社でない上場会社にあっては、事業年度。以

下同じ。）における開示から適用する。ただし、

システム対応又は子会社における対応等の必要

がある上場会社の実務上の準備期間の必要性を

２．の２ 第２条（会社情報の開示）第３項関係 

第３項に規定する「四半期業績の概況」とは、

当該四半期における上場会社の経営成績の進捗

状況及び財政状態の変動状況に係る情報をいう

ものとし、その開示は、その開示資料に、次の

ａ及びｂに掲げる事項を記載することを要する

ものとする。 

ａ 当該四半期における当該上場会社の属す

る企業集団（当該上場会社が連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合は、当該上場

会社。以下この２．の２において同じ。）

の売上高又はこれに相当する事項（以下こ

の２．の２において「売上高等」という。）

及びその補足説明並びに売上高等の会計処

理の方法が、最近連結会計年度（当該上場

会社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は、最近事業年度）における認識の

方法と異なる場合にはその旨及びその内容 

ｂ 当該四半期において当該上場会社の属す

る企業集団の財政状態及び経営成績に重要

な影響を与える事実が生じた場合には、そ

の概要 
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踏まえ、平成１９年３月３１日以前に開始する

連結会計年度における開示については、なお従

前の例によることができるものとする。 

３ 前項ただし書の規定は、次の各号のいずれか

に該当する上場会社については、適用しない。 

（１） 施行日以後に上場申請が行われて新た

に上場会社となった者（株券上場審査基準第

４条第３項の規定の適用を受けた者（同項各

号に規定する上場会社のいずれかが前項ただ

し書の規定の適用を受けていた場合に限る。）

を除く。） 

（２） 施行日以後に上場市場の変更申請が行

われてＱ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更

が行われた銘柄の上場会社 

４ 施行日前に開始する連結会計年度における開

示は、なお従前の例による。 

 
 

 
 




